
電離放射線障害防止規則等が改正され、令和３年４月１日
から施行・適用されています。この改正で、眼の水晶体の被
ばく限度の見直しなどが行われています。

電離放射線障害防止規則の改正

るもい労働衛生通信
【vol.10】
留萌労働基準監督署

厚生労働省リーフレット↑↗

「令和３年４月１日から、「改正電離放射線障害防止規則」
が施行されます（増補版）（令和３年３月作成）」から引用

改正電離則の解説及び医療機関
における被ばく線量管理のヒント
に関する動画はこちらから↙

放射線被ばく管理に関する
労働安全衛生マネジメント
システム導入支援事業の
概要はこちらから↑

←厚生労働省ポスター
「放射線業務に従事する皆様へ
～適切な数の線量バッジ等を装着しましょう～」から引用

←ＨＰはこちら



↑石綿総合情報ポータルサイト内
←リーフレット
「石綿対策は「皆さま」に関わる
問題です（発注者・オーナー向け）」

及び
「お住まいの住宅の解体・改修を
ご検討の皆さまへ
（発注者・オーナー向け）」
から引用

石綿障害予防規則の改正について
【発注者の配慮義務】

解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、
令和２年7月に石綿障害予防規則（石綿則）が改正されました。
事業者をはじめとする関係者の皆様へ、規制内容を複数回に分けて、

不定期に解説します。

この情報の詳細については、留萌労働基準監督署 監督・安衛課
(℡：0164-42-0463)までお問い合わせください。


